
「信用取引ルール」新旧対照表（2024年 12月 16日改正） 

 下線を付した部分が改正点となります。 

新 旧 

５．注文 

（９）返済注文 

ロ．現 引 

「現引」とは、買建玉に対する買付代金を支払うことにより現物株式等を引取ることを

いいます。 

買付代金は「買建値×現引数＋諸費用」となり、「現物買付可能額」の範囲内で現引を

行うことができます。 

現物買付可能額は、信用取引システムにてご確認ください｡ 

当社では現引を行うと代用適格の株式等は代用有価証券となります。 

営業日の0時から16時までに現引入力されたものについては入力日の当日に、それ以降

（営業日の16時以降24時まで及び営業日以外の日）に現引入力されたものについては入

力日の翌営業日に現引の申込みがあったものとして取扱いいたします。 

※ 現物買付可能額の詳細は、後記「（10）現物株式等の取引」をご参照ください。 

ハ．現 渡 

「現渡」とは、売建玉に対する貸付株券等に現物株式等を充当することにより、売付代

金を受取ることをいいます。売付代金は「売建値×現渡数－諸費用」となります。 

現渡は、当社に売建玉と同銘柄の現物株式等の預りがある場合に、その預り数量の範

囲内で行うことができます。 

営業日の0時から16時までに現渡入力されたものについては入力日の当日に、それ以降

（営業日の16時以降24時まで及び営業日以外の日）に現渡入力されたものについては入

力日の翌営業日に現渡の申込みがあったものとして取扱いいたします。 

 

５．注文 

（９）返済注文 

ロ．現 引 

「現引」とは、買建玉に対する買付代金を支払うことにより現物株式等を引取ることを

いいます。 

買付代金は「買建値×現引数＋諸費用」となり、「現物買付可能額」の範囲内で現引を

行うことができます。 

現物買付可能額は、信用取引システムにてご確認ください｡ 

当社では現引を行うと代用適格の株式等は代用有価証券となります。 

営業日の0時から15時30分までに現引入力されたものについては入力日の当日に、それ

以降（営業日の15時30分以降24時まで及び営業日以外の日）に現引入力されたものに

ついては入力日の翌営業日に現引の申込みがあったものとして取扱いいたします。 

※ 現物買付可能額の詳細は、後記「（10）現物株式等の取引」をご参照ください。 

ハ．現 渡 

「現渡」とは、売建玉に対する貸付株券等に現物株式等を充当することにより、売付代

金を受取ることをいいます。売付代金は「売建値×現渡数－諸費用」となります。 

現渡は、当社に売建玉と同銘柄の現物株式等の預りがある場合に、その預り数量の範

囲内で行うことができます。 

営業日の0時から15時30分までに現渡入力されたものについては入力日の当日に、それ

以降（営業日の15時30分以降24時まで及び営業日以外の日）に現渡入力されたものに

ついては入力日の翌営業日に現渡の申込みがあったものとして取扱いいたします。 

 

 

以  上  


